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菊池理夫

日本において，政治哲学， とりわけ正義論を一般の関心にまで広めること

になったマイケノレ・サンデノレは，彼の思想的立場であるコミユニタリアニズ

ムの政治的宣言ともいうべき論説， r道徳性とリベラノレの理想一一個人の権

利は共通善を裏切らなければならないのかJ(1984年)のなかで，コミユニタ

リアニズムをアリストテレス哲学に基づく「共通善 (commongood)の政治

学j と呼んだ。これに対して，功利主義に代わって当時支配的になっていた

ジョン・ロールズのリベラリズムやロパート・ノージックのリパタリアニズム

をカント主義的な「正=権利 (right)の政治学Jと呼んで批判した [Sandel

1984a: 15-17与 1984b:6 2009: 257]。

サンデノレの最初の著作， wリベラリズムと正義の限界JJ (1982年)は， とり

わけローノレズの『正義論JJ (1971年)を強〈批判したものである。この『正義

論iは，伝統的な「社会契約論」を用いて，政治哲学としてのリベラリズム



を擁護したものであり，英米において「政治哲学の復権Jをもたらし，さま

ざまな論争伝巻き起こしたことは改めていうまでもないであろう。 17世紀

から始まる「社会契約論」は，一般的に自由で平等な個人の権利をと尊重し

て，政治社会を形成する理論として，西洋近代政治思想、の中心に位置づけら

れている。わが国でも，近代以後に主流となった政治哲学あるいはイデオロ

ギーとしてのリベラリズムの理論，サンデノレの言葉を使えば「正=権利の政

治学」の源流となるものであるという評価が一般的であろう。

この「正=権利の政治学」と比べて，わが国の戦後の政治学では， r共通善

の政治学」はほとんど論じられることはなしあるいは論じられでも，絶対

主義的なもの，あるいは全体主義的なものとして否定的に論じられることが

多い。その点で， r共通善の政治学」であるコミユニタリアニズムは， r正=

権利の政治学jであるリベラリズムを批判するものとして，保守的，あるい

は反動的なものであるという理解が多かった。このような理解は基本的には

f共通善Jに対する無理解や誤解から生じ，サンデノレを含む現代コミユニタ

リアニズム念正当に理解できない原因になっていると思われる。そのため，

私は西洋政治思想史のなかに， r共通善の政治学」の伝統を探求したが，こ

の伝統は現在では「権利の政治学j と結びついて，依然として重要なもので

あることを確認できた[菊池 2011J。

本稿はこの研究を発展させ， r権利の政治学j としての「社会契約論Jと

「共通善の政治学」との関係を明らかにすることを意図するものである。そ

の際，これも私の理解では， リベラリズムとコミユニタリアニズムがたんに

対立するだけではないことから， r社会提約論j も「共通善の政治学」とた

んに対立するだけではないことな解明する試みとなるであろう。

まず(1)においては，現代コミユニタリアンがローノレズのリベラリズム，

とくに「社会契約論j の何を批判しているかを論じ， ローノレズの「社会契約

論Jとしての「正義論Jの問題点を明らかにしたい。なお，次回以後に予定

している (2)以下では，コミユニタリアンが批判するローノレズの「社会契約

論jを理解するためにも，これまでの社会契約論一般がいかに理解され，評
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「共還義の政治学Jと社会契約論 (1)

価されてきたかの研究をふまえながらも，ホップズ，ロック，ノレソー，カン

トなどの伝統的な「社会契約論」ぞ個別的lこ「共通善の政治学Jとの関連で

再評価していきたい。以上の研究から，最後に現代のリベラリズムやリパタ

リアニズムの「社会契約」に基づく 「正=権利の政治学」を現代コミユニタ

リアニズムの「共通善の政治学」から評価し，まとめとする予定である。

1 現代コミユニタリアニズムによる

ローノレズの「社会契約論」批判

サンデノレ自身， wリベラリズムと正義の限界i第二版(1998年)において，

1980年代前半に出版されたリベラリズムを批判するコミユニタリアニズム

の著作として，彼のこの第一版以外に，アスラデア・マッキンタイアの『美

徳なき時代~ (1981年)，チャーノレズ・テイラーの『哲学論文集』ニ巻(1985

年)，マイケノレ・クオルツアーの『正義の領分~ (1983年)をあげている [Sandel

1998: ix = 2009: v J。実際，これらの 4人は一般的にリベラリズムを批判するコ

ミユニタリアン哲学の代表者として扱われている。私はすでにこれら 4人の

思想がどのような意味で，コミユニタリアニズムと呼ばれているのかという

観点から，彼らの政治哲学・思想、を論じているが[菊池 2004:95 ff.J，ここでは

主としてこれらの 4人の作品から， ローノレズの議論の何が， とりわけ「社会

契約論」との関係で，伺が批判されているのかを通して， i共通善の政治

学」とは何であるのかを考えていきたい。

最初の現代コミユニタリアニズムの著作とみなされているマッキンタイア

の『美徳なき時代』によれば，啓蒙主義以後の商洋の哲学・思想、では，さま

ざまな立場からの主張によって，伺が善であるかに関して，果てしない論争

が続き， i道徳的不一致Jという大きな問題が生じている。この「道徳的不

一致」は，基本的にすべての道徳的判断を個人の感情の表現とする「情緒主
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義Jから生み出され，人間の本質が理性によって「真の自的」を追求すると

いう「目的論的見解」を否定しているからである [MacIntyre1984: 11-2， 23花，

54 = 1993: 14， 29ff.， 68]。

リベラリズム一般に関しでも， r近代のリベラノレな個人主義」には， r政治

的コミュニティ Jを創造し，維持していくことが市民の「共通の事業」であ

るという見方はないことが批判されている。ローノレズに関しては， r徳とし

ての正義」の章において， リパタリアニズムのノージックと並べて批判され

ている。マツキンタイアによれば， この 2人の正義論が両立不可能なこと自

体が現在では道徳的一致が得られないことを物語っている。 しかし，ローノレ

ズとノージックの両者には共通点があり，両者はともに f錨人が第一で，社

会は第こである。そして髄人の利益の開定は，個人を結ぶ道徳的・社会的幹

の構築に先立ち，それから独立している」と考えている。両者とも，コミュ

ニテイのなかで， r人聞にとっての善j と「そのコミュニティの善」につい

ての「共有された理解」に基づく，個人の真価 (desert)に言及することはな

い。そのために，両者の正義論は，無人島に打ち上げられた，おたがいに

「見知ら白人Jであるような「儲人」が自分たちを「最大限安全に守ってくれ

る規則」を作り出そうとする点では同様のものである [MacIntyre1984: 250 = 

1993: 305]。まさに，このような f個人主義的見解」の先駆として，ホップズ

とロックのような社会契約論がある。この社会契約論は，近代社会が「見知

ら沿者たちの集まり以外の何ものでもないj状態になり， rコミュニティの

善jが喪失している現実伝示している。そのため，社会契約論では，社会へ

の参加が個人の「意志的な行為j とされ， rどんな種類の社会契約を他者と

結ぶのが，私にとって理に適っているかj というきわめて個人主義的な議論

になっている [MacIntyre1984: 250-1 = 1993: 306]。このように，マツキンタイ

アにとって， r社会契約論」も， ローノレズの「正義論Jも， r協働的な人間関

係j を追求する「コミュニティの善J，つまり「共通善Jとは無関係に，個

人の利害を調停する「規則Jを生み出すための議論でしかない。

このような社会契約論やリベラリズムを含む，近代以後の哲学や思想に対



「共通善の政治学jと社会契約論 (1)

して，マッキンタイアが擁護するのは，アリストテレスの倫理学・政治学の

伝統である。それは f普通の人々」も自己が所属するコミュニティの「共通

を目的として政治的に実践していく目的論的なものである。マッキンタ

イアによれば，私の f道徳的アイデンテイティ」は「家族・近隣・都市・部

族などのコミュニティ jのなかに「埋め込まれてjいる [MacIntyre1984: 221 = 

1993: 270-1J。そのため，各人が追求すべきことは，ローノレズやノージックが

主張するような個人的な養ではなし各人が「コミュニティ共通の仕事に対

する貢献」を基礎とする「徳j による「共有された善j を追求することであ

る [MacIntyre1984: 250 = 1993: 306J。この「穂」は「社会的に確立された協(動

的な人間関保」や「共通善への協働の配慮」という「実践」を通して実現さ

れていくものである [MacIntyre1984: 187， 194 1993: 230， 239J。ただ，マツキン

タイアは個人が特定のコミュニティに「埋め込まれてJいても，そのことは

そのコミュニティの f道徳的限界j を受け入れることではないと主張してい

ることにも注意すべきである [MacIntyre1984: 221 = 1993: 271J。例えば，彼は

アリストテレスの伝統に関しでも，異邦人や奴隷について政治的能力を認め

ないことや，職人の技術ぞ「徳」の自録に載せなかったことは批判している

[MacIntyre 1984: 221-3 = 1993: 272-4J。

マッキンタイア自身は， I現代コミユニタリアニズムjが近代以後に成立

した国民国家主?コミュニティとして評価し， リベラリズムを根本的には否定

していないと考えているために，自らがコミユニタリアンではないと一貫し

て主張している。ただ， v皮はアリストテレスがいう fポリスJ，現代では

「ローカノレなコミュニティ j における「共通善」の重要性を一貫して指摘し

ている点で， I原コミユニタリアン」であり， I共通善の政治学Jを唱えてい

ると私は考えている [Cf.菊池 2004:95花;菊池 2007:37-9J。

つぎに，マッキンタイアのように，近代以後の哲学や社会を全面的に否定

するのではないが，やはり「共通蓄の政治学」伝説き，その点で， I権利の

政治学」に距離を置き，自らはコミユニタリアンであると認めているテイ
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ラーの議論合考えていきたい。テイラーは『哲学論文集』の序文で，自らの

哲学的立場を f解釈学」や「哲学的人間学」であるという。彼にとって人間

とは，自らが属するコミュニテイのなかで，共通の言語によって自己解釈

し，形成されていく存在である。「個人は自分がその一部であるコミュニ

ティにおいてのみ維持され，更新されることができる と文化によってー

部構成されている。……自らを規定する自己解釈はコミュニティが続行する

交換から導き出されるという意味で，コミュニティはまた偲人を構成するJ

口aylor1985: 8J (強謂引用者)。

このような哲学的立場から批判されているのは「自然主義Jである。それ

は行動主義のように，人簡を自然の一部と考え，自然科学をそデノレにして数

量化し，政治文化を f個人の動機づけj に還元して， Iわれわれの制度や実

践に埋め込まれた共通の意味Jtこ伺の関心もょせない「原子論的理論」であ

る [Taylor1985・8J。この「原子論 (atomism)J に関しては， w哲学的論文集』

に収められた「原子論」という論文で， I原子論の偉大な古典的理論家Jと

してホップズとロックのような「社会契約論者」が批判的に論じられている

[Taylor 1985: 190 1994: 202J。テイラーによれば，社会契約論も，現代の「ワ

ノレトラ・リベラリズムJ(とりわけノージックに言及)も 「自己実現」や「自己選

択j を強調し， I権利の優位の教説j を説くものであるが，個人のさまざま

な帰属意識や社会的義務や責務を無視している [Taylor1985: 197任=1994: 

205ft]。

この論文では， ローノレズ佐直接取り上げてはおらず，別の論文の注ではむ

しろ彼は原子論者ではないと主張している [Taylor1985: 274J。テイラーが

ローノレズの正義論を直接論じているのは， I分配の正義の本質と範囲」とい

う論文である。まず，今日の分配の正義に関する論争では， I正義の標準あ

るいは基準j と「分配の正義とはいかなる種類の善の問題かjが問題となっ

ているが，弱者の問題の解決はまず後者を明確化することであると指摘して

いる。この後者の点でワオノレツアーやサンデノレによって，最近，興味深い著

作が出版されたという。前者に属するローノレズの議論に関しては，デグイツ



「共通善の政治学jとネ士会契約論(1) 

ド・ヒュームの「正義の環境」に基づく f分離された人間存在であるが，それ

にもかかわらずともに協働する」人間関の正義論であるという [Taylor1985・

289J。また， 17世紀以来の社会契約論に関して，英米ではその主体について

議論されることがないが， この点ではローノレズは少し例外的にカント哲学に

基づいて f自由で，平等で，合理的な存在j ~主体としている。ただ， この

点を十分に展開していないことが指摘されている [Taylor1985: 291J。ノー

ジックに関しては，現在の英米の一般的な構想、である「個人の権利Jから議

論を進めているが，この権利が「人間の尊厳と人間の善の観念」と結びつく

かどうかが議論されていないとより批判的である [Taylor1985: 291J。

テイラーにとって，分配の正義の問題は， r原子論的見解Jのロックが考

えたように人間が f道徳的に自己充足的であるかどうかj，あるいはアリス

トテレスのように社会的な「善Jとの関係で考えるかどうかである口avlor

1985: 292 ff.J。例えば，アリストテレス的な見方では， r人間の尊厳」は社会

のなかで考えるのに対して，ロックは自然状態における単独な人閣の持つ権

利として，社会からまったく独立した「人間の尊厳」を主張する。この点で

は，財産権の問題も同様であり，ロックは他人の同意を必要としない自己の

労働に基づき，社会の外部で財産が獲得されると主張して分配の不正義を認

めている。これに対して，アリストテレスの分配の正義は，各人の

価j，r共通善j への貢献によって行われるものである。現在では， r社会へ

の経済的貫献」のように「不平等な価値」に基づいて「分配の正義」が行わ

れる傾向があるが， r礼節，椙の尊重，共通の熟議のある種の関係を?とも

に維持するコミュニティのメンバーとして，相互の債務は十分に互恵的なも

のであるj ことも確かで、あるとテイラーは主張している [Ta外or1985: 300 J。

いずれにしても，テイラーによれば，分配の正義の制度と基準は， rアソ
シエーションの本質と共通に求められる蓄の本質jから導き出され，その点

で分配の正義は社会や時代によって異なる。この点ではワオノレツアーやサン

デノレの議論を評価するが [Taylor1985: 301J， ローノレズの「格差原理j は「文

化・伝統・自己理解と無関係にJすべての社会に，一つの問題の解答を迫る
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f非歴史的なものJである [T勾lor1985: 303J。テイラーによれば， ローノレズの

正義論は間違った問題に解答しようとするものである。ローノレズは「どの分

配の原理が真に善き社会を活性化するかj という問題に取り組んで、いる。

『正義論』の 79節で論じている「諸社会連合の社会連合j という社会は，椙

互に社会参加し， I共通善Jを求めるものであり，現在のアメリカよりもよ

り「平等主義的Jである「格差原理」をローノレズは主張している。 しかし，

f格差原理」は個人の才能を「共通資産」として分配することを求める f能

力の社会化」の要求であり，このことは現在の社会が個人の業績によって格

差を認める「貢献原理jがー殻的であることとどう関係するかの説明がない

ことを問題視している [Taylor1985: 308J。

この点で，テイラーは現在の分配の正義として， 4つの領向があると

いう。①「財産の不可侵性に焦点を合わせる『ロック的』原子論J，②

献原理J，③「平等な分配を正当化するリベラノレな社会民主主義的見解J，

④共産主義的社会で解決されるとして分配の正義の問題を否定する「マル

クス主義的見解」である。①と②とも原子論的であり， I原子論」の誤り

は，それが前提とする「自由な個人Jが「ある撞の文明の内部にある」こと

に気づいていないことである。つまり，個人が自分の人生も「自由に選択す

るJという「近代個人主義の自己定義」も，近代の民主主義のような制度に

よって与えられていることに関してである [Taylor1985: 309J。しかし，この

ような鰐度が時代を経つにつれて，その重要性が失われていき，現在の原子

論で、は公共性へ責任や熟議の真剣さがなくなり， r公共的制度も個人の自由

を保護するものとしてだけ存在しているJ [Taylor 1985: 310J。

ただ，この原子論に対して，③のなかには， Iとくに交換と共通の熟議を

通して，自由の感覚を掴養するものと制度を考えJ，そのため「過大な不平

等を受け入れ難いJとする伝統も含まれる。それは「古代共和政Jから影響

を受けたモンテスキュー，ノレソー， トックグイノレの議論のような「近代のリ

ベラノレ民主主義の伝統Jである [Taylor1985: 310J。このような伝統を， r実践

としての社会理論」という論文では，原子論と対立する「公民的ヒューマニ
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「共通善の政治学Jと社会契約論(1)

ズムの伝統j と呼んで、いる。それは「共有された善は本質的にあるコミュニ

ティのものである」という主張であり，この伝統には，アリストテレス，マ

キアグェッリ，モンテスキュー，ノレソー， トクグイノレ，今日ではアレントや

ハーパーマスが含まれる。しかし，このような主張は政治も「純粋に個人的

な目標のための行動」と考える現代の原子論的傾向のために見失われている

[Taylor 1985: 96-7J。このように，テイラーは「原子論」を批判し， i公民的

ヒューマニズム」を評価しているが，現代の市民は古代ポリスの徳を持った

市民ではないことも認めている。その点で，現代社会は「各人の貢献が対等

の活動を還して増殖できる共働の企業j も儲値あるものと一般に認められて

いるために， i原子論的視点もたんに誤りとはいえないj と主張している

[Taylor 1985: 311J。いずれにしても，現代社会では単一の「分配の原理」が存在

せず，アリストテレスも正義の多元性を認めていたという [Taylor1985・312J。

このように，テイラーは，社会契約論を含む近代以後の哲学・思想や社会

を全面的に否定するマッキンタイアと異なり，近代以後の偶人主義，多元主

義， リベラノレな傾向も全面的に否定するのではない。社会契約論に関しで

も個人の自己利益を追求し，共通の利益， i共通善j を無視する「原子

論」的個人の論理として，ホップズやロックな批判するが，社会契約論者で

もあるノレソーに関しては， i原子論者」ではなく，アリストテレスから由来

する「公民的ヒューマニズム」を「共通善の政治学」と関連させた「社会契

約論者」として評価していると思われる。ただ， とくにロックは，個人の財

産権を捷護するものとして，現代のノージックの「ワノレトラ・リベラリズム」

につながる「原子論J的傾向があり，不平等な原理喜子肯定するものとして批

判されている。しかし，同時に現在の企業社会のもとでは，原子論的傾向は

認めざるをえないと考えていた。このように f分配の正義jの多様性を認め

ながらも，テイラー自身は， i自由な感覚」を義い，より平等性が達成でき

る「ローカノレなコミュニティ j における正義守重視し， i非中央集権的な自

己管理J に向かうことを理想、と考える点で [τaylor1985: 312， 317J，マッキン

タイアとそれほど違わないと思われる。
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ローノレズに関しては，ノージックと異なり， I原子論者j とはせず，平等

性を追求するものとして評価しているものの，その正義論や社会契約論には

一定の皆保ぞしている。その問題点含まとめてみると，まず，社会契約の主

体の問題である。カント哲学に立脚した f自由で，平等で，合理的な存症J

である「分離された人間Jがどのように「共通の熟議Jをして， I共通善J

を求めていくかが明確ではないことである。また， ローノレズのいう自己の生

き方を自由に選択する個人は西欧近代が作り出した制度を背景としているこ

とにローノレズが言及していないことである。いずれにしても，この点では，

マッキンタイアと同様に，コミュニティとの関係で伺の「真価」も「徳」も

「善Jも持たない人間が契約の主体であり，分配の対象であることを批判し

ていると思われる。つぎに，正義の原理の問題で、ある。正義の原理は社会や

時代によって異なり，多元的で、あるのに，ローノレズが単一の正義の原理しか

求めていないことが批判されている。また，マッキンタイアと異なり，現代

社会では「善Jが多様であることを認めながらも，この点ではマツキンタイ

アと問機に，コミュニティやアソシエーションにおける f共通善jから正義

の原理が導き出されるべきであるとテイラーは主張している。テイラーは

「善の多様性j という論文で， I単一に考慮されたいかなる手続きも，功利主

義のであれ，理想的契約に基づく正義の理論のであれ，規範的な政治思考に

おいて， ともに考量すべき蓄の多様性を正当化できるものではない」と名指

しはしていないが， ローノレズのような正義論を批判している [Taylor1985: 

245]。

つぎに， クオノレツアーのローノレズ批判である。マッキンタイアとは違った

理由からであるが，ワオノレツアーは一貫して自らはコミユニタリアンではな

く，民主社会主義者あるいは社会民主主義者であると主張している。しか

し彼の『正義の領分』は，一般に現代コミユニタリアニズムの代表的な分

配の正義論と考えられている。この書物のなかで， ワォノレツアーは，社会契

約論一般についてとくに議論はしていないものの，ローノレズの正義論に関し
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「共通善の政治学jと社会契約論 (1)

ては批判的に言及している。

ワオノレツアーは「分担の正義」では，彼自身が主張する「複合の平等Jと

臣別して， ローノレズの「格差原理j を「単一の平等Jのなかに含めている。

「複合の平等j とは，さまざまな領分にある優越した「財z 善 (goods)Jの配

分はその領分内で「自律的Jなものであり，他の領分への「優越は不正であ

るJという主張である。これに対して「単一の平等Jとは，単一の擾越した

財=善が「平等に，あるいは少なくともより広く共有されるように再配分さ

れるべきであるんつまり「独占は不正であるj と主張するものである [Wal-

zer 1983: 13 = 1999: 33] 0 I最も利益を受けていない社会階級に最も大きな利益

をもたらすJように構想するローノレズの「格差原理Jは，才能ある者が自己

の才能を自由に伸ばすことによって，その人の財=善が拡大していく不平等

な実力主義の社会を矯正することが目的である。それは「富の独占がひとた

び破れたときに，才能ある者に課せられる拘束であるJ[Walzer 1983: 14町 15

1999: 36-7]。これに対して， クオノレツアーは「独占の抑制Jよりも， I優越の

縮小」に焦点を合わせる「複合的平等」を主張するという。というのも，

「擾合的平等Jは実際の社会における「社会的財=善の多様性を映し出す配

分の多様性Jに基づくからである [Walzer1983・ 17= 1999: 40-1]0 このような

主張は，すでに述べたように，テイラーが肯定している「善Jの多様性に基

づく多様な正義の原理という主張であり，マッキンタイアとは異なり，ワォ

ノレツアーは現代社会が価値観の多撲佑した多元的社会であることを肯定して

いることになる。

つぎに， ローノレズが「相互扶助の原理Jに関して，自然的義務は「限定さ

れた個人，いわばある社会的配置において， ともに協働する人々だけではな

し人間一般に対して課されているJ[Rawls 1999a: 99 2010: 155] という主張

に対して疑問を呈している。ワォノレツアーにとって，あくまでも義務は「と

もに協働する人々j が強〈持っているからである。「共同生活を分け合う

人々はもっと強い義務念持っている J[Walzer 1983: 33 = 1999・64]。この点で

は，分配の正義の対象にはあくまで「成員資格 (membership)Jの潤題がある
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ことを指摘する。クォノレツアーにとって，彼の「複合的正義Jが行われる範

囲は， I言語・歴史・文化が一つになって」生み出された「集合的な意識j，

「共同性の紳j に基づく「政治的コミュニティ j，つまり「独立した都市ある

いは国」である [Walzer1983: 28-31 = 1999: 57-61J。また，彼は国家が価額中立

的であるという議論を反駁して，思家の公職者が国誌の福祉に配慮するため

には， I共同の結合力が責務へと向かい，意味を共有しているj ことが必要

であり [Walzer1983: 37 = 1999: 71]，政治的コミュニティの成員全員，つまり

国民が相互に「安全と福祉のための共同の用意がなければならないJという

[Walzer 1983・64 1999: 109J。そういう意味では「すべての政治的コミュニ

ティは原理上，一つの『福祉国家』である j [Walzer 1983: 68 = 1999: 115J。た

だ，より平等を求め，討論が活発な民主棋の方が福祉国家になる可能性が大

きいという [Walzer1983: 83 = 1999: 136J。

この点では，ローノレズの社会契約があくまでも「仮説的j，I理念的」なも

のであることも批判している。ローノレズの「無知のグェーノレJのように「自

らの社会的立場や文化的理解jが取り除かれた「原初状態の合理的な人々j

であれば，彼のいう の原理喜子選択しでも，実際の世界では，資源への

ニーズが競合しているために，そうはならないであろうとウオノレツアーは主

張する。「特定の文化の世界では，普通的に適用可能な単一の公式は存在し

ないj。あくまでも，それぞれの「コミュニティの文化・性格・共通の理解

だけが提供されるべき『必要性~ ~定義できる J。ただし，ワォノレツアーも

このような「文化・性格・共通の理解」は自動的に与えられるものではな

く，市民たちの議論が必要であると考えていることにも注意すべきである

[Walzer 1983: 79 = 1999: 131J。

ワオノレツアーのローノレズ批判をまとめておきたい。一般的にコミユニタリ

アンのリベラノレ批判lこ対して， I普遍主義Jであるリベラリズムに対する

「特殊主義jであるコミユニタリアニズムの論争として語られることが多い

[Cf. Mulhall & Swift 1992・19託 =2007: 23 ff.J。タオノレツアー自身『正義の領分』

の fはしがきJで，彼の立場を明確に「特殊主義Jであるとしている。プラ
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「共遂事手の政治学jと社会契約論 (1)

トンの有名な「洞窟の比除Jにあるように，一殻の人々が暮らす f洞窟J~ 

出て， i哲学的人工物Jを作り出して，人々な外部から批判する客観主義

的・普遍主義的立場を取るのではなく， i洞窟Jという「われわれが共有し

ている世界を仲間の市民に向けて解釈するJ立場を取るという [Walzer1983: 

xiv = 1999: 9-10J。このことは単一の原理からなる「単一の平等j をローノレズ

のような哲学者の議論として退け，あくまでも実際の社会で一概の人々とと

もに「正義論」を考えていくことにつながる。また，現実の社会は， とりわ

け欧米では，価値観が多様化された多元的社会であることから，ワォノレ

ツアーは「財=善の多様性」をふまえて「正義論Jを主張していることにな

る。さらに，あくまで向じコミュニティに属し， i共通の理解」のもと fと

もに協働する人々jの「相互扶助」によって，分配の正義が行われるべきで

あると考えている。彼が最終的に求める分配の正義は f非中央集権的な民主

社会主義Jであり， í財口善の範囲~横断して自己主強し，自分自身の意味

の感覚を擁護する市誌の能力j に依存し， iローカノレでアマチュアの公職

者Jによる「福祉国家」であるとしている点では，マッキンタイアやテイ

ラーとそれほど変わらないと思われる [Walzer1983: 318 = 1999: 478]。ワオノレ

ツアーは「共通善Jという言葉な使っていないものの，最終的には，市民が

共通の意味を持って，共同で行動する「政治的コミュニティ J佐重視する

「共通蓄の政治学j を唱えているといえる。

ただし， w正義の領分Jの翌年に公表された「分離の技法Jという論文で

は，政教分離や公私の区別のようなリベラリズムの技法を「分離の技法Jと

して評揺し，彼のいう「複合的平等j もこの延長上にあると主張している

[Walzer 1984: 321J。クオノレツアーは行き過ぎた個人主義としてのリベラリズ

ムの問題点~指摘しながらも， リベラノレのいう「伺人の同意が実際われわれ

の制度L われわれの自由という個人の権利の重要な源泉である」ことを肯

定している [Walzer1984: 321-2J。この点では， w正義の領分Jにおけるローノレ

ズ批判は， リベラリズムへの批判というより，むしろプラトンのような特定

のコミュニティを超越した普逓主義的な単一の原理を展開する「哲学者Jに
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対する批判であるように思われる。

これに対して， ローノレズのリベラリズムに対して最も厳しい批判をしてい

るのはサンデノレである。彼の『リベラリズムと正義の限界』は，基本的には

マッキンタイアやテイラーの影響を直接受け，アリストテレスの実践哲学に

源流を求めることができる「哲学的人間学」の観点から，主としてローノレズ

のリベラリズムやノージックのリパタリアニズムの正義論を批判したもので

ある。まず，サンデノレにとって，現代アメリカのリベラリズムも， リパタリ

アニズムも，絶対的な「正(義)=権利Jを追求することを義務とするカント

哲学に基づく 「義務論」であり，その主体としての人間は笑際の経験的世界

を超えた世界に住む「超越論的主体Jである。それがロールズのいう「自由

で，平等な，合理的人格」であり，この人格は自己の意思によって，自分の

人生1t'自由に選択できる存在である。しかし，これまで述べてきた 3人も

ある程度，批判していたように， ローノレズのいう「社会契約」の主体は， ど

のようなコミュニティに帰属し， どのような共通の歴史や伝統があるのかわ

からず，共同生活を行っているコミュニティとの関係で必要な「真価Jや

「徳J，i善jなどを持たない人間であり，サンデノレはそのような人間を「具体

性を剥奪された主体J，i負持なき自我」と呼ぶ。このような人間は，近代以

後に， i固有の意味を喪失した空間J，i客観的な道徳的秩序のない世界jで

生き，自分自身で意味を構成していかなければならない存在である。そこに

「ホップズ以降，契約論が突出jする理由がある。このような自我は自分の

欲求や自的からも独立した存在で、あり，すべてが自己選択によって行われ，

善〈生きるための自的を失った存在で、ある [SandeI1998:175庄工 2009:201 ff.J。

ただし，ローノレズが彼の「社会契約論J1t'より現実的なものとするため

に，社会契約論の批判者としても有名な経験論哲学者のヒュームのいう正義

が必要とされる「正義の環境Jの議論を用いているが，これは矛属した試み

となっていることも指自憶している [Sandel1998: 28日f.= 2009: 32 ff.J。サンデノレ自

身， このヒュームの議論を借りて「イ二愛」に満ちた家庭では， ローノレズの主
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「共通善の政治学Jと社会契約論(1) 

張するような正義が不必要となる「正義の限界」があるという。サンデノレは

f家族j以外にもこのようなアソシエーションとして， I部族・地域社会・都

市・町・大学・労働組合・民族解放運動・体制的ナショナリズムJや「多種

多様な人種的・文化的・言語的コミュニテイ jがあり， Iこれらは，多かれ

少なかれ，明確に限定された共通のアイデンティティや共有された企図を持

ち，まさに，これらの属性が存在することによって，正義の環境がそこでは

比較的不在であることを意味している」という [Sandel1998: 31 = 2009: 35J。

このように，サンデノレにとって，人聞は自己が所属するアソシエーションや

コミュニティに対して， I共通のアイデンティティ jや「共有された企国J

念持つ存在である。

サンデノレはこのような経験的・現実的人間論を超えて，さらに「哲学的人

間学j として，人間は f反省的で，自己解釈的な生物Jであると主張する

[Sandel 1998: 50 2009・56J。そのような人間は，現象学の用語を借りて，コ

ミュニティのような単独の人間以上の存主を共有し，相互に自己を形成して

いく 「問主観的jな自己理解や，単独の人間のなかにある自我の多元性に関

する「内主観的」な自己理解をとるものである [Sandel1998: 62-3 = 2009: 70-

1J。このような傍人は決して単独に存在しているのではなし自らの序症の

所与性や帰属性を反省し，解釈することによって，自らが帰属するコミュニ

ティに「愛着j を持ち，他の成員とともに熟議して「共通善」そ求めて政治

へと参加する事在である。このような人聞を f状況づけられた主体J，I負荷

ある自我j と呼んでいる。

サンデノレは個人とコミュニティの関係で， 3つのコミュニティの構想を区

別している [Sandel1998: 147任=2009: 169任]。そのうち 2つは， ローノレズが

「社会連合の観念」で， Iコミュニティの善j としてあげているものである

が， ともに個人主義的なものである。①「道具的構想」であるが， これは個

人の私利私欲を実現する手段としてコミュニティを考えるものであり， その

コミュニティは俗人にとって外的なものでしかない。名指しはしていない

が，自分の好みにあったコミュニテイを自由に出入りできることを主張する
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ノージックのリパタリアニズムの構想、といえるであろう [Nozick1974・312= 

1989・506]。②「情感的構想」であるが，これはコミュニティの成員が社会的

協働から生じる「情感的紳J~認め，その点でそのコミュニテイは個人に

とって一部は内的なものである。③「構成的構想Jであるが，そこでは個人

にとってコミュニテイは「選択する関係ではなく(自発的なアソシエーショ

ン)でのように，発見する愛着であり，たんなる属性ではなく，自らのアイ

デンティティの構成要素であるJ[Sandel 1998: 150 2009: 172]。この③がサン

デノレの立場である。ローノレズの構想は，基本的に②にとどまっているが， と

きどき問主観的な人間観を示し，③に近づくこともあるという。このコミュ

ニティ観からもわかるように，サンデノレはテイラーと同じく，実際にはリベ

ラリズムよりもリパタリアニズムの方に強い批判意識があったと思われる。

いずれにしても， r負荷なき自我」としての義務論的人間を前提として，

ローノレズが「正義は社会制度の の徳目である」とし， r正義の優位J，

「善に対する正の優先j を説いていることを批判し，サンデノレは f正に対す

る善の優先」を主張する。ローノレズが功利主義のように偶人的な「善J(幸

徳・利益)の追求よりも，絶対的な「正=権利 (rightlJを保証する「正義の

原理jやそれに基づく社会制度を重視するのに対して，サンデノレはあくまで

もコミュニティの成員が各人の自己反省から得られた f共通のアイデンティ

ティ Jや「共有された企図」から，他者と熟議し，協働して「共通養Jを求

めていくことが重要で、あり，そこから正義が得られると主張する。また個人

には「自己選択」や「同意j に基づかない，そういう意味では「契約Jに基

づかない道徳的責務があると考えている。サンデノレによれば， r自らの家

族・コミュニティ・菌家・由民の成員として，自らの歴史の担い手として，

過去の革命の子孫として，現在の共和国の市民としてJ，自分自身を理解す

ることから， r自発的に招き寄せる責務Jや「自然的義務」念趨えた「忠誠

や信念の持つ道徳的効力Jが生じる。というのも， r私が同意したからでは

なし代わりに，多かれ少なかれ，持続する愛着や関わりが，一つになっ

て，私の人格を部分的に定義しているJからである [Sandel1998・179= 2009・
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「共通善の政治学jと社会契約論(1) 

205-6] (強調は引用者)。

サンデノレはまたこのような人間学からローノレズの f正義の原理」自体より

も， それが導出される手続きを問題視している。ローノレズはカントがア・プ

リオリにうちたてた「正義の原理j を修正して，原理よりも契約を擾先さ

せ，正義を「合理的選択論」と連結しようとしている。ローノレズによれば，

原初状態は fカントの構想に関する手続き上の解釈Jである [Sandel1998: 

1201 = 2009: 137]。ローノレズがいう f純粋な手続き上の正義Jとは， I原初状

態」で同意されるいかなる原理も正当になるためのものであり，カントのよ

うな純粋に超越的ではない契約の複数の当事者が自発的に選択や同意という

行為によって， I正義の原理」に到達することを意味している [Sandel1998: 

120-1 = 2009: 136-7]。ローノレズは，彼の契約においては，功利主義と違って，

当事者の「多元性」と「独自性Jを主張しながらも， I原初状態」では倍々

人が持っている「偶発性Ji:' I無知のグエーノレ」によって無効にし， Iすべ

ての者は平等に合理的で、，類似して状況づけられているJために， I任意に

選ばれたある一人の見地Jから，すべての人も「正義の構想Jを選択して，

f満場一致の用意」に達成するという [Rawls1999a: 120 2010: 188]。これに対

して，サンデノレは，複数の当事者を前提としながら，満場一致の同意にいた

るようなローノレズの議論は矛盾したものであり，当事者の「選択と合意j と

いうカント的な f主意論」ではなく，当事者の「洞察と自己理解Jというス

ピノザ的な「認知論Jへと変北していると理解しない摂り，ローノレズの「原

初状態」は説明できないという。それゆえ， I原初状態において，向かうも

のは，結局は契約ではなく，問主観的な存在の自己認識へと至ることであ

る」とサンデノレは主張し， I正義の原理Jは，あくまでも自発的な契約に基

づくものであるよりも，人々に共通に内在しているものを発見するものであ

るとしている [Sandel1998:132 = 2009: 151] 0 

この点では，ローノレズの「正義の原理ふ とりわけその一つである「格差

原理」に対しでも個人主義的な，義務論的な人間観では正当化できず， I閤

主観的な自我の構想jが必要となるという。ローノレズは「格差原理j の正当
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化のために，各人の「自然の才能の分配合共通資産とみなすという向意jに

ついて述べているが，このことをノージックは「人をたがいの福祉の手段と

しているj とカント的な義務論の立場から批判している。このような批判を

免れるためには，サンデノレはローノレズの格差原理も「義務論的j構想、ではな

く， I問主観的構想、j に依拠すべきであると主張する。つまり， I格差原理J

が用いられるのも， I所有の主体が『私』ではなしむしろ『われわれ』で

ある環境だけであり，その環境には，構成的な意味でのコミュニティの存在

が合意されているJ[Sandel 1998: 80 = 2009: 91J。サンデノレは『リベラリズムと正

義の限界』の第二版(1998年)の附論において， リパタリアンの主張よりも，

「格差原理jの方が「道理にかなったj ものであり， I民主主義社会の市民に

とっても説得的である」と評価しているように [Sandel1998: 207 2009: 238J， 

第一版でもローノレズの f正義の原理ふ とくに「格差原理j の内容を批判し

ているのではなしその構想の手続きの方を問題としているのである。

サンデノレによるローノレズの『正義論』の批判を要約しよう。サンデノレに

とって， ローノレズの人間論は，自由で，平等で合理的な個人が，おたがいの

自由や権利を尊重するために同意した正義の原理に従って生活することを自

的とする個人主義的なものである。そのような人間は「自己選択Jや「自己

決定j によって自由に行動する権利を持つ者であるが，自己が所属する複数

のコミュニティにおいて自分自身のアイデンティティが形成され，そのコ

ミュニティに「愛着Jを持ち，帰属することから生じる f責務jを考えるこ

とがない。そのため， ともに「共通善j を実現するために「熟議」し， とも

に「善き生」としての政治へ参加することを求められる存在でもない。「正

の優位J，I (共通)善に対する正(権利)の優先j とはそのような意味であ

る。ただ，ローノレズは，カント的義務論だけでなく，経験論的存在としての

人間による「正義の環境」の議論伝用い，また「問主観的主体jの存在Eも

語っているが，結局矛盾した議論になっている。ローノレズの「契約論j も矛

属したものであり，実際すべての人関が「満場一致jで単一の原理に対して

契約をするのであれば，契約そのものには重要性がない。
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「共透善の政治学Jと役会契約論 (1)

このようなサンデノレの「哲学的人間論Jに関して注意して欲しいのは，個

人のアイデンティティがコミュニティによって「構成Jされるとしても， そ

れは f部分的Jであると述べていることである [Sandel1998: 179 = 2009・206]。

この点では， I自己中心主義者」よりも「仁愛に満ちた外留人」の方がとき

には f共通善Jを追求する「義務論的共和国の市民Jに向いていると主張し

ていることにも注目すべきである [Sandel1998・183 2009: 210J。また， ローノレ

ズが「根本的に具体性を剥奪された主体Jに基づくことを批判しでも，サン

デノレはその逆の「根本的に状況づけられた主体」を肯定しているのではな

い。つまり，第二版の序で，サンデノレ自身が特定のコミュニティで復位に

なっている価値を絶対化する「多数決主義j という意味では，自分はコミユ

ニタリアンではないと述べているように [Sandel1998: ix-x = 2009: v-viJ，第一

版でもそのような意味では，コミユニタリアンではないことである。すでに

引用したように，コミユニタリアン哲学者と呼ばれるマツキンタイアも特定

のコミュニティの「道徳的限界Jを述べ，またテイラーもコミュニティにお

いて自己が「一部構成されているJと述べ，さらにワオノレツアーも「コミュ

ニティの文化・性格・共通の理解」が自動的に与えられているものではない

と述べていることにも注意すべきである。彼らもたんにコミュニティから与

えられたものをそのまま遵守するという「多数決主義者jではないことを意

味している。サンデノレはこのような「多数決主義jではなく， I正義の原理

がその市民が信泰し，競い合う道徳的・宗教的信念に関して，中立的jでは

ありえないという「正に対する善の優先jの主強として，コミユニタリアニ

ズムを考えている [Sandel1998: x = 2009:、ri]o第二版の附論でも， ローノレズの

『政治的リベラリズム~ (1993年)が「公共的理性J の行使を「包括的な道徳

的・宗教的教説」から切り離して，政治はそのような価値から中立的であ

ることを主張していることを「善に対する正の優先Jとして批判している

[Sande11998: 184ff. = 2009: 211 ff.J。

このようなサンデノレの主張から，一般的に現代コミユニタリアニズムの特

徴とされていることを再考する必要がある。まず，コミユニタリアンのいう
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「共通善j は決して，絶対主義や全体主義的な政治を正当化するものではな

いことである。マツキンタイアは異なるが，テイラーやヲオノレツアーと問様

に，サンデノレもまた価値観の多様化している現代の多元的社会を前提とし

て， r共通善Jを探求している。もちろん，その「共通善Jとはコミュニ

ティの市民が「信奉しJている「価値Jに基づくものであるが，それは個人

に強制されるものではなし「競い合う Jものである。その点では，コミユ

ニタリアンのいうコミュニティは自治的・民主的なものであり，逆にリベラ

ノレ・ローノレズのいう「正義の原理」は，一元的なものであり，市民の熟議に

よらない反民主的なものとも考えられることを批判しているといえる。この

点では，サンデ、ノレは第二作自の『民主政の不満』において， アメリカの伝統

のなかに，ローノレズのような「手続き的リベラリズムjと対立する，テイラー

が述べていた「公民的ヒューマニズムムサンデノレの用語では f共和政理論」

を擁護している。それは， r自由が自己統治を共有することに依存する」と

考え， r共通善について仲間の市民と熟議し，政治的コミュニティの運命そ

形成する手助けをするものであるんそのためには公共性に関する知識と帰

属意識，コミュニティとの道徳的紳などが要求されるのである [Sandel1996: 

5-6 = 2010: 4J 0 W民主政の不満』というタイトノレに示されているように， この

書物は， ローノレズのような「手続き的リベラリズム」によって，アメリカの

共和政というより民主政の伝統が衰退化しているために，政治哲学としての

公共哲学を再建することを主張したものである。

つぎに，現代コミユニタリアニズムが特定のコミュニティで支配的な価値

を絶対的に正しいものとしないことから，一般に現代コミユニタリアニズム

が f特殊主義jであるとされていることも再考すべきである。『正義の領分』

では明確に特殊主義を主捺していたが，のちにある種の普遍主義を唱えるよ

うになったワオルツアーも含めて，現代コミユニタリアンは，特定のコミュ

ニティの価値を絶対化しないとしたら，そのような舗債を批判する，ある種

の普遍的儲値の存主主念信じているといえる。コミユニタリアンが批判してい

るのは， リベラリズムが絶対化する普遍的価値である嗣人の自由や権利その
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「共通義の政治学jと社会契約論 (1)

ものではなしそれらはあくまでも近代以後の西洋社会の特殊な価値である

ことそリベラノレが自覚していないことである。この点では，テイラーのいう

ように， r人間の善Jや「人聞の尊厳」という「共通善j は古代のアリスト

テレスまで遡る概念として，より普遍的なものである。サンデノレは明確に断

していないものの， r人間の善Jという概念で「同性愛者の権利」を擁護

している [Sandel1998: 207 ff. = 2009・239託〕。このような普通的なものへと拡大

していく f共通善J!こ基づく 「正義Jや「政治j を実践していくことが現代

コミユニタリアンの「共通善の政治学Jである。

2 ローノレズの社会契約論

このような現代コミユニタリアニズムによるローノレズ批判に対して，さま

ざまな議論があるが，ローノレズ自身，コミユニタリアニズムの批判に困惑し

たことを近年彼の弟子であるサミュエノレ・フリーマンが伝えている。ローノレ

ズにとって，コミユニタリアニズムは「トミズム，へーゲノレ主義，文化的栢

対主義，皮リベラリズム，社会民主主義など」の「いくつかの哲学的・政治

的立場Jを示すものと思われ， r最善では，ある共有された目的の追求とし

て人間の善をみなす一種の完成主義である」とみなしたと伝えている [Free

man 2007: 6n.J。このことはローノレズも「正に対する善の優先」を説く 「共通

善の政治学J{f明確に理解できなかったことを意味していると私lこは思われ

る。

いずれにしても，フリーマンはつぎのように，コミユニタリアンのローノレ

ズ批判に反駁している。ローノレズの正義論は「構成としての正義によって

く秩序化された社会の実行可能性と安定性の問題」に最大の関心があり，そ

の点、で正義の要求は人間の能力や人間性に可能なものであり， r人聞の善の

臨有な側面Jでもあることを示すものである。『正義論』において「カント

的構成主義Jをとっていても， r自由で，平等で，社会的協働する人格の民
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主的理想、 jはカントのようにア・プリオリなものではなし「社会的に教え込

まれたものJ であると信じていた [Freeman2007・5J。そのため，一般にいわ

れるように，コミユニタリアニズムの批判から fカント的構成主義」を放棄

したのではなしあくまでも正義の原理の実行可能性を求めたからに過ぎな

い [Freeman2007: 6J。フリーマンによれば，ローノレズの社会契約論も， i正義

の原理への同意Jが「公共的知識」となり，正義の原理が社会制度に実現さ

れるという f公示性j と「実行可能性j のためである [Freeman2007: 5J。い

ずれにしても，ローノレズの人間論は個人主義的なものではなし とりわけサ

ンデノレが批判するようなカント的な「超越論的主体」ではなし「人間の

善」を持った民主的な「社会的協働する人格J である [Freemal12007: 5J。た

だ，サンデノレも，すでに述べたようにローノレズのいう主体が「問主観的Jな

側面があることも認めており， とくにサンデノレは指摘していないが， ローノレ

ズも『正義論』のなかで， iコミュニティの価値jや「共通善jの重要性を

語っている。この点で，ローノレズの社会契約論の当事者はどのような f人

間Jであるのか， とりわけ彼らがコミユニタリアンのいう「共通善の政治

学」とどのように関係するのかという観点から『正義論』を考えていきたい

(ここでは基本的に， 1999年に出版された改訂版に依拠して引用する)。

ローノレズは『正義論』の序文で，功利主義や誼感主義よりも優れていると

考える， iロック，ノレソー，カントに代表される社会契約の伝統的理論を一

般化し，抽象化の程度を高めること」が彼のねらいであるという。その結果

として生じる彼の理論は「きわめてカント的であるJ [Rawls 1999a: x、riii= 2010: 

xxiJ。このように，一般的に近代社会契約論の創始者といわれるホップズを

外して， とくにカント的な社会契約論に基づく正義論であることを主張して

いる。ホップズを外した理由は注において， iホップズの『リグアイアサ

ン』はたしかに偉業であるが，特殊な問題をはらんでいるJというだけであ

る [Rawls1999a: xviii n. = 2010: 1711.]。現在， ローノレズの論文集のなかに収録さ

れている「二つのノレーノレ概念J (1955年)では，ホップズは「古典的功利主義

者j の一人として位置づけられている [Rawls1999b: 26n. = 1979: 327J 0 W正義
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「共通事事の政治学Jと社会契約論(1)

論iのあとでは， i重なり合う合意の観念J(1987年)において，ホップズの

社会契約論は宗教的・社会的に対立が序荘した時代に，絶対的主権者に服従

することが各人の「自己利益j になることそ訴えたものであるという。しか

し，その後の 3世紀の関に発展した民主主義思想、と立憲主義によって，現在

の状況は違うというほawls1999b: 422J。このように，ホップズの議論は利己

主義に基づき，絶対的権力ぞ正当化するものであると考えたことから， w正

義論』ではホップズに言及しなかったと思われる。

興味深いことに，ロールズは若い頃，現在のコミユニタリアンと同様に，

ホップズだけではなく，社会契約論そのものを利己的な原理として否定し，

契約によって形成される社会ではなし所与の「コミュニティ j の重要性骨

明確に主張している。最近活字化された， 1942年に提出した修士論文， i界

と信仰の意味の小研究Jのなかで，つぎのように「社会契約論」を批判して

いる。ローノレズによれば，ホップズとロックの社会契約論は明確に偽りであ

り，百定されなければならない。というのも，人格はコミュニティに生まれ

るまでは街ものでもなしまた自分自身の意思で生まれるのではなし「他

者に完全に依存している j からである [Rawls2009: 126J。また/レソーを名指

ししてはいないが，人格がコミュニティに依存することを「一般意思jへの

服従とすることも偽りであるという [Rawls2009: 127J。結局， i社会は個人の

集団でなく，一つのコミュニテイであるんまた， iコミュニティから自由な

独立した人格性のようなものはないJ [Rawls 2009: 128J。

ホップズやロックの社会契約論は，このような人格がコミュニティに依砕

していることを?否定する「啓蒙された自己利益Jに基づくものであり， i偽

りのコミュニティ論jである。「いかなるコミュニティも相互のエゴイズム

あるいは相互の利益に基礎づくことはないJ [Rawls 2009・189J。ローノレズのコ

ミュニテイの定義は， iコミュニティとは『与えること』を共有する同胞意

識に基づいた人格の関係である J [Rawls 2009: 186]。彼にとって， i罪J とは

「コミュニティからの分離であり，その破壊であり J，i信仰」とは「コミュ

ニティへの統合であり，その再建であるJ [Rawls 2009: 214J 0 ロックやホップ
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ズの社会契約論もこのような利己的な「罪j をもたらす理論である。テイ

ラーの議論を思い出させるように，ロックについては「社会契約の主なる呂

的を私的財産と考慮しているJことが批判され，ホップズの構想は「ラディ

カノレ個人主義jであり， I彼にとって社会は原子論的であり，個人の総計で

あるj ことが批判されているぼawls2009: 217， 227]。

このような宗教的コミュニティ観がその後も維持されていたかどうかは別

としても，ローノレズは， w正義論』において，社会契約論がホップズを除い

て，利己的な「原子論的J個人の理論ではないと考えるようになったため

に，あるいはそのような議論ではない理論として社会契約論を用いたと考え

られる。ただ，問題はコミユニタリアンが批判したように，ローノレズは個人

がコミュニティとの関係で、持っている「真価」や「共通善Jがない，あるい

はそのようなものを求める者ではないとしたのか，そういう意味では，コ

ミュニティから自律した人聞から「正義の原理」を考えていたのかどうかで

ある。この点では， とりわけ， ローノレズが「正(義)J と I(共通)善Jの関係

をどのように考えていたかを中心にして考えていきたい。

彼は「公正としての正義の構想」の「中枢的な特色jであるとする「善に

対する正の優先jが「カント倫理学の中心に位置する」ものであるという。

このことはローノレズの説明では， I社会の基本構造」を設計するために， ま

ず「正義の二原理jが必要であり，それが確定してから， I善jや f真{随」

を設定すべきであるということである [Rawls1999a: 28 = 2010: 45]。このような

記述は， I格差原理jの平等性の主張の際にも， I真価Jは「協働の機構」が

成立することを前提とし，その意味で「権原=資格 (ε凶 tlement)J と変わら

ないと述べていることとも一致する [Rawls1999a: 88-9 = 2010: 139-40]。この

「権原j は正義の原理から生じる「正統な期待jから導き出されるものであ

る [Rawls1999a: 10 = 2010: 16]。まずこ， ローノレズは， このような「真価Jやさ

らに f徳Jに応じて， I善=財」を':I分自己するj という「常識」的な原理は

採用されないという。人々の権原は「内在的価値Jに左右されるものではな

い。「基本構造を統制し，個人の義務と責務を特定する正義の原理は，道徳
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「共通醤の政治学Jと社会契約論(1)

的真価に言及するものではない。そして，分自己の取り分がこの真価に対臨し

て定められるという領向もない J [Rawls 1999a: 273 = 2010: 413-4J。また，

「徳」も「生来の資産Jとは違い， I特定の正の原理に基づいて行動させるj

ものである [Raも巾 1999a:10 = 2010・574]。つまり， I真価」や「徳j とは正義の

原理によって作られた制度によって確定されるものである。ただ，このロー

ノレズの主張は， I格差原理Jに基づく分配の正義が恵まれた家族のもとに生

まれたことから生じる個人の「真価jや f徳」に基づくべきではないという

主張であり， このことから，契約の当事者が「真価Jや「徳」を持っていな

い「負荷なき自我Jであると直ちにはいえないと思われる。ただ， ローノレズ

のいう「真価Jや「徳」は，正義の原理に基づく制度とは関係しでも， Iコ

ミュニティの としての「共通善」とは関連するものではないことは明ら

かであろう。

この点では，つぎにローノレズの「善j の議論を見ていきたい。ローノレズ

は， I善に対する正の優先」を主猿しながら，正義の原理の「動機づけj の

ために，原初状態の当事者には必要最低限の善=財があるという。これを

f蓄の希薄理論Jといい，そこから，さまざまな「基本財(警)Jがあること

が説明され，その後「正義の原理Jが確定されてから， I蓄の完全理論Jそ

自由に展開できると主張する [Rawls1999a: 347 2010: 518lo ローノレズはこの基

本財として， I合理的な人間Jが「自分で練り上げた合理的な人生計爵j に

必要なものとして， I必ず欲するものであるj。それは「権利，自由・機会，

所得・富j に大別されるが，あとの方で，重要な基本財として「自尊」が加

わるという [Rawls1999a: 79 2010: 124-5J。このような「基本財(養)J は，

本的に偶人の「財ヱヱ善jであり，またそれに基づく 「合理的な人生計画」も

「熟産に基づく合理性j によって， I私たちは独力で選択しなければならな

い」ものである [Rawls1999a: 365 = 2010: 546-7J。

「正義の原理」が確定されたあとの説明において，ローノレズは「善の完全理

論jを展開するが，それはすべての人間が「正義の公共的な構想、に基づいて

積極的に行為するjことを「善」とするための理論である日awls1999a: 350 = 
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2010: 522J。ただ，ここでの「善」も， i原初状態で選択される正義の原理に

影響を与えるものではな」し「正の構想、」と違って， i個々人の善の構想、が

大いに異なり J，i人々は自分の善を自由に選択できんまた個々人の合理的

な「人生計画の恐意的・無根拠な特徴」から，善が「正義の内容Jに影響を

えることはないと，ここでも個人が選択する

張している [Rawls1999a: 392-6 = 2010: 586-91J。

に対する正の優先Jを主

ただ，ローノレズは最終的には「公正としての正義と合理性としての善Jが

一致することを，第 9章「正義の善」において展開する。まず，正義の原理

に基づく 「議〈秩序づけられた社会」における個人の「合理的な人生計画J

が個人の「正義感覚j と対立しないのは，人間は強制によってではなしカ

ントがいうように，自らが自らに課す「原理Jに従って「自律」的に行動す

るからであるという。「自由で平等な理性的存在者Jが自らの「自然本性」

を最もよく示すという条件において承認、する正義の原理に基づいて人々は行

動する [Rawls1999在・ 450，451ェ 2010・672， 675J。そして， この自律性は個人の判

断の「客観性Jとも対立せず，正義の原理と自らの確信は適合する。この客

観性は， i公平や思慮深さという裁判官の徳Jが可能にするものであり，原

初状態はそのような適合を可能にするためのものである [Rawls1999a: 452-4 = 

2010: 676-8J。しかし， i適合しない場合は，自分たちの判断の方を原理に合

わせて修正するJ [Rawls 1999a: 456 = 2010: 681J。結局，個人の判断と正義の原

理の適合牲というより，個人的判断ではなく，裁判官のように正義の原理を

遵守する「客観的」判断に従うべきであるという主張である。

しかし，ローノレズは以上述べてきたようなたんなる個人的な「善」だけで

はなし人々が共通に持つ「コミュニティの善」についても述べている。そ

れは，テイラーが「共通善J~求めるものとして評価し，サンデノレが「問主

観的J人間論として評価する「諸社会連合の社会連合Jという理念に関して

である。ローノレズによれば， i人類の社会的本性Jとして， i人聞は実際に共

通の最終的目的を持ち，自分たちの共通の制度や活動をそれ自体が善である

と価値づけている J [Rawls 1999a: 458 = 2010: 685J。このような人間は他者の成
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「共通善の政治学Jと社会契約論 (1)

功や喜びを「自分自身の善Jにも必要なものであるとして，おたがいに助け

合うものである。そのような人聞からなる社会を「社会連合」と呼び，それ

を「人間のコミュニティ Jといいかえている [Rawls1999a: 459 = 2010: 686]。そ

して， ローノレズのいう 〈秩序づけられた社会Jとは「諸社会連合の社会

連合」に他ならないと主張する [Rawls1999a: 462 = 2010: 691]。その特徴とし

て， I正義にかなった制度Jを正しく運営していくことが「社会のすべての

成員に共有されている最終日的Jであることと，このような制度自体が

f善j として尊重されることである [Rawls1999a: 462 = 2010・691]0 このよう

に， I正義の公共的実現がコミュニテイの価値」であり， I集団的な社会活

動んすなわち「多くのアソシエーションおよびそれらを調整する最大規模

のコミュニティの公共生活Jが人間の「貢献」を引き出すのである。さら

に， I共通の文佑から得られる善」は，人間がそのコミュニティの「断片」

ではなくなるという意味から， I分業Jに基づく個々人の労働よりもはるか

に善い結果をもたらすのである [Rawls1999a: 464 = 2010: 694]。

この「社会連合」は，たしかにコミユニタリアンのいう互恵性に基づく

「共通善」を追求する「コミュニティ」に近いものと思われる。「人類の社会

的本性」として「共通の最終的目的」があり， I自分たちの共通の制度や活

動をそれ自体が善Jと考え，まさに「コミュニティの公共生活Jへ「貢献j

するという「共通の文化から得られる善」に基づくものであるという主張

は，自分たちの「コミュニティ jへ貢献することが「共通善」であるという

f目的論J的議論のように思われる。もともと，ローノレズは人聞が社会的に

協働する「道徳的存在jであるべきと考えていたようである。『正義論』の

「改訂版への序文Jで，初版の問題点の一つに， I基本財Jの説明として，

「合理的な人間Jが自己利益として追求する「財Jであるとして， I人間心理

の自然本性的な事実jだけが強調され， I特定の理想、を体現する道徳的人間

観j についてはっきりと述べていなかったことをあげ，人間は「より高次の

利害関心」を持つ「道徳的人間jへと発展するということが彼の主張である

と述べている [Rawls1999a: xiii = 2010: xiv]。つまり，原初状態の人間は利己的
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な「合理的人間Jであっても， i正義の原理j に間意したのちに「道徳的人

間Jとなっていくべきであるということを意味していると思われる。本文に

おいては，原初状態の人間がおたがいの利害に関心を持たない者であること

から， i公正としての正義j 自体が「エゴイズムの理論」と解釈する人を批

判している。ローノレズによれば， このような解釈は「原初状態の人々の動機

づけ」と，正義の原理を受け入れ，それに対応する f正義感覚j を持って生

活する人々の動機づけとを混同している。また，おたがいの利害に関心を持

たないことと「無知のグエーノレJの組み合わせから，むしろ「他の人びとの

善を考麗に入れざるをえなくなるJことが「原初状態Jの目的であるともい

フ。

このことはコミユニタリアン， とくにサンデノレによるローノレズの人間論批

判は誤りであり，あくまで利己的な「合理的人間Jは「原初状態」の仮説に

すぎないということになるのであろうか。ただ，フリーマンのいうように，

ローノレズの社会契約説は f公示性Jと「実行可能性」のためのたんなるフィ

クションであるとしても， i原初状態j の人間は「自然的本性的な事実Jと

して f利己的」であり， i正義の原理」が確定しない眼り，人間は他の人々

の「善j も考慮して， i共通善」を追求する存主主ではないと考えていたと思

われる。この点在はっきりさせるために，最後に，すでに別の笛所で私は論

じているが〔菊池 20日:7ff.J， ローノレズがいう「共通善J とはどのようなもの

か， ~正義論』のあとで， i合理的な人間J観や「社会契約論j を重視しなく

なった時期も含めて考えていきたい。

『正義論iの第 4章「平等な自由」において，個人の自由の制限は，個人

的善の多少や「より大きな経済的便益の増大のためjではなく， i善〈秩序

づけられた社会j における「代表的市民の基本的な平等の自由」という「共

通善jからであると主張されている。また， i共通善j を定義し， i共通善」

とはすべての人にとって平等に有利となる一定のー殻的条件であるJとし，

「共通の関心・利益 (commonInterest) Jと同じようなものであるとしている

ほawls1999a: 217 2010: 332J。このように「共益j としての「共通善j は，コ
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「共通善の政治学Jと社会契約論 (1)

ミユニタリアニズムが主張するアリストテレスの伝統にもある。また，すべ

ての人間が平等に共有している「自由j として「共通善」を理解すること

は，例jえばテイラーも西洋近代の価値として「自由」や「正(権利)J も「共

通善」であると述べているように [Taylor1995: 192， 197]，私が「リベラノレ・コ

ミユニタリアニズム」と考えている現代コミユニタリアンの主張とは変わら

ないものである。

実際に，ローノレズはアリストテレスの伝統を意識して， I共通善」と再様

な「共通の理解」から， I公正としての正義Jが実現された社会を正当化し

ている。アリストテレスによれば，正義の感覚や正義に関する「共通の理解

を共有する」ことからポリスが形成されるように， I公正としての正義に関

する共通の理解から立憲民主政が形成される J[Rawls 1999a: 214 = 2010: 328]。

しかし，すでに述べたように，ローノレズにとって， I正j は「善j に優先す

るのであり， I共通善Jも正義の原理に基づく憲法や制度によって生み出さ

れるものであり，それと矛盾しではならないものである。その社会制度は

[正義と矛盾しない仕方で共通蓄に寄与する社会の成員に報いるものであ

るJ[Rawls 1999a: 373 = 2010: 558]。しかし，アリストテレスにとって， I人間

は自然に致治的動物であり J，その政治の自的は「人間の善」としての「共

通善」を目指すものであり，その共通蓄として重要なものが「正義」と f友

愛」である [Cf.菊池 2011:15-16J。この点では， I正に対する善の優先」を解

く，サンデノレの方がアリストテレス理解では正しいと私には思われる。

いずれにしても，ローノレズはこのような「共通善に対する正義の優先j を

その後も強調している。社会契約論よりも，欧米のリベラノレ民主政の伝統に

由来する「重なり合う合意j に根拠づけを求め， w正義論』で用いたカント

哲学や合理的選択論のような「包括的哲学Jを否定し，価値中立的な「公共

的理性」に基づく『政治的リベラリズム~ (1993年)でも，つぎのようにい

う。すべての宗教的・政治的教説は「ある意味では共通善を推進するものと

して理解できる正義の構想、を含む正と善の構想、を包含する」が [Rawls1993: 

109-10]，あくまで彼のいう f政治的正義の構想j と「包括的宗教的・哲学

29 



的・道穂的教説」とは異なり，前者は限定された意味での f政治Jのために

あり， I生活全般」のためにあるのではない [Rawls1993・174-5J。つまり，

ローノレズにとって，善は多元的であり，政治的でもないために，国家はある

包括的な教説を強制する f完成主義的な国家」であってはならないからであ

る [Rawls1993: 194J。しかし， このような善の多元性に対して，あくまでも

正義の構想、は単一で、ある。「公正としての正義によって善く秩序づけられた

社会の市民は共通の目的を持っている。彼らは同じ包括的教説を肯定しない

ことは真実であるが，同じ正義の政治的構想、を肯定するのである J[Rawls 

1993: 202J。ローノレズはあるインタビューで，彼のいう社会では「正義」を有

することを欲していることが「共通善」であるといい，すべての市民は「正

義に向かつて努力している」とともに，そのような「共通善j は人々に強制

するものでもあると主議しているほawls1999b: 622J。

結局， ローノレズのいう「共通善」とはいわば「共通正jである。彼のいう

「善〈秩序化された社会Jにおける私的生活では，それぞれが自由に信じる

「善J，I包括的教説」に従い，個人的利益を求めることも自由であるととも

に， I格差原理」の実現のために， I共益」としての「共通善j を協働して追

求すべきであるが，公共的生活では「正義の原理j に基づく法律や制度を

「共通正Jとして「客観的」に遵守し，その実現が強制される。

このようなローノレズの正義論は，政治理論家の飯島昇蔵によれば， I政治

的正義や道徳的正義であるよりも，むしろ優れて経済的正義の色彩が濃いj

ものである[飯島 2001:35J。たしかに， ローノレズのいう「社会的協働j は経

済的なものであって，政治的な意味はほとんどないと思われる。日本では政

治学者も含めて， ローノレズの経済的平等性の議論で、ある「格差原理jを評価

する額向が強い。また，ローノレズの正義論は政治的正義よりも法律的正義で

ある。社会学の盛山和夫はローノレズの正義論がもともと裁判での判決のよう

な「司法モデルj という限界があり， I共通の価値JI共通の利益J~求める

「公共性j のための「新たな規範的社会理論j が必要であると述べている

[盛山 2006・337tIlo I共通善の政治学j の観点からいえば，公共的生活，政治
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「共通善の政治学jと社会契約論 (1)

の世界においても，人々が協働し，サンデノレのいう「仲間の市民と熟議す

るj ことによって， r共通義」を追求することが政治の目的であるという議

論がローノレズにはないように思われる。私の理解では， ローノレズの「社会契

約論」の目的は， r正義の原理jに基づく憲法や制度を遵守するための「同

意j を確保することである。「立憲民主主義j という言葉をしばしば用いて

も，重要なのは「立憲主義jであり， r民主主義」ではない。

ローノレズは彼の正義論の最終判ともいうべき『公正としての正義 再説』

を2001年に出版して，それまでの彼の批判に対しでかなり応答している。

そのなかで， r吉典的共和主義」と区別された「公民的ヒューマニズムJ(注

でテイラーに言及)を「包括的な哲学的教説」として， r公正としての正義J

とは両立しないと主張している。ローノレズによれば， r公民的ヒューマニズ

ム」は，アリストテレス主義の一つであって，人間の本性が社会的・政治的

存症であることから，その本性が「最も完全に達成されるのは，政治生活へ

の広範で積極的な参加の存をする民主的社会においてである」という主張で

ある。しかし， r公正としての正義jでは， r平等な政治的自由」は「思想、の

自由jや「良心の自由Jほど「内在的価値はないj と考えられている。た

だ， r古典的共和主義Jは「立憲政体の維持」のために，市民の政治的参加

を必要とする主張であり， r公正としての正義J とは両立する印刷ls2001: 

142-5 2004: 253-7J。つまり，ローノレズにとって，政治の干渉を受けない

「消極的自由」の方が政治へ参加するという「積駆的自由Jより重要なので

ある。そして，政治参加もそれ自体が価値があるのではなしあくまで「立

憲政体の維持Jという目的のためのものである。

まさにこの点が現代のコミユニタリアンが強¥，否定するものである。現

在の欧米では，政治においても，個人の自由や権利だけを重視し，それが

結局「権利話 (rightstalk) Jとして，飽人の利益だけを追求する傾向が強い

[Glendon 1991J。そのために，少なくとも個人に身近なコミュニティの「政

治j に対しでも， r共通善j をともに求めて参加することがなく， r公共性」

が軽視されるようになっている。サンデノレによれば， このような現代社会の
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傾向が「手続き的リベラリズムJ!こよってもたらされているのである。しか

し，このようなリベラリズ、ムへの批判はコミユニタリアンだけではない。ア

メリカでもすでに， 1979年に「参加民主主議」論で有名であり，現在では

フェミニズムの観点からの議論を展開しているキャロノレ・ペイトマンは， I社

会契約論」を政治的義務論として解釈し， リベラリズムの問題点を論じてい

た。彼女によれば， }レソーを除き， リベラノレな社会契約論， とくにローノレズ

の議論は，政治に参加する「政治的義務j についてほとんど論じていないも

のである [Pateman1979: 113J。また，政治思想、史・政治理論家のシェノレドン・

クォーリンは， ローノレズの『政治的リベラリズム』の書評において，それが

リベラリズムや「最高裁の判決Jのような書物であっても，民衆 (dεmos)が

考え，反省し，行動するという意味での民主政治については何も述べておら

ず， この点でもノレソーを?除く社会契約の伝統のなかにあると批判している

[Wolin 1996: 98-9J。さらに，ロールズに学んだ政治哲学者であり，熟議民主

主義のジョシュア・コーエンも，ローノレズの正義論が民主主義論ではなく，

民主主義の政治過程についてもほとんど述べていないことは認めている [Co時

hen 2003: 86-7J。このような民主政治と「正義論」との関わりを理解するた

めに，伝統的な「社会契約論」と「共通善の政治学Jの関保を次回から考え

-cいき7こい。
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